
 
 

利用区分・必要な証明書類は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録区分 要件 
必要 

証明書類 
 

文化系 

区民優先団体 

 

① 文化系区民

優先団体 

② 18 歳未満の

区民の団体 

③ 18 歳未満の

区民 

① 文化・芸術活動団体および地域団体、福祉団体、教育団体等の

公共的団体で、５人以上で構成され、かつ５人から１８人以下

の団体について半数以上の方が区内在住・在勤・在学であるこ

と、１９人以上の団体については、１０名以上が区内在住・在

勤・在学であること 

 

② 2 名以上で構成され、かつ 2人から 12 人以下の団体についてそ

の 7割以上が 18歳未満の区内在住・在勤・在学であること、 

13 人以上の団体については 10 名以上が区内在住・在勤・在学

であること 

③ 18 歳未満の区内在住・在勤・在学であること 

 

□代表者の身分証明書 

□団体名簿 

□在住・在勤・在学の

方の証明書 

（最大 10名分） 

※在勤・在学の場合は 

身分証明書と合わせて 

※窓口での登録はコピーで

も可。 

□保護者の名前･連絡先 

（団体は２名、区民は１名） 

優先団体 

① ②団体 

③区民 

 

① 2 人以上で構成され、代表者の住所が区内在住であること 

② 主たる活動場所または事務所の所在地が中野区内である

こと 

③ 区内に在住、在勤または在学の個人の利用者 

□代表者の身分証明書 

□在勤・在学の証明書 

※在勤・在学の場合は 

身分証明書と合わせて 

□法人は登記簿謄本 

□団体名簿 

 

一般団体 
 

上記以外の団体 
□代表者の身分証明書 

□法人は登記簿謄本 

□団体名簿 

 

【ご提示いただく身分証明書について】 
 

＊在住証明書類       マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書 

健康保険被保険者証（健康保険資格確認書） 

パスポート（住所が確認できるもの） 

在留カード・特別永住者証明書 ※住民票は不可 

※すべて有効期限内のものに限ります。また、健康保険被保険者証や健康保険資格確認書については、 

裏面に住所の記入をお願いいたします。 

 

＊在勤の証明書類      在勤証明書 

＊在学の証明書類      学生証・在学証明書 

＊事務所所在地の確認  登記簿謄本（コピー可） 発行から３カ月以内のもの 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会員登録証について】 

デジタル会員証が発行されます。紙の会員カードが必要な方は、窓口にて発行いたします。 
   

【ご予約から利用までの流れ】 
 

 

【登録方法】 
 
① 中野区施設予約システムから、オンラインで申請 （24 時間申込可能） 

  ※申請から承認まで１週間程度 

② 窓口で登録 （受付時間：9：00～19：00） 

  ※なかの ZERO 本館１階お客さまカウンター、野方区民ホールにて受付 

 ※代表者本人の来館をお願いいたします。困難な場合は、委任状が必要です。 
 

【登録上の注意】 
 

注１：利用目的によって、ご利用いただけない施設があります。 

注２：登録内容 （代表者・構成員・住所など）に変更があった際には、速やかに届出をお願いいたします。 

注３：有効期限は３年です。（年度区切り） 

   例 ： 2025 年 12 月に利用登録→有効期限は 2028 年 3 月末日（2027 年度） 

   更新はオンライン、窓口で申請をお願いいたします。 

注４：同一人、同一団体による複数登録はできません。 

注５：公序良俗に反する行為、管理上支障がある場合、申請内容に虚偽があった場合は、指定管理 

者の判断により、施設の利用をご遠慮いただく場合があります。 

注６：施設利用は、原則、名簿に記載している構成員でのご利用をお願いいたします。 

施設の予約 お支払い ホール利用の方は 

お打ち合わせ 

ご利用当日 

※付帯料金のお支払い 

【ご予約方法】 

① インターネットで予約する 

＜中野区施設予約システム＞ご利用時間は 24 時間 
 

② 施設内の専用タブレットで予約する （9 時～20 時） 

※窓口にご用意しております。スタッフにお申し付けください。 

 
 

【お支払い方法】 

① 中野区施設予約システムからオンラインでお支払い （クレジットカード決済のみ） 

※１度に決済できる上限金額は 100 万円です。 
 

② 窓口でお支払い 

なかの ZERO ・ 野方区民ホール ・ なかの芸能小劇場でお支払いいただけます。 

受付時間は 19 時まで 

現金のほかキャッシュレス決済がご利用いただけます。 

（注：2026 年 3 月末日まで野方区民ホール、なかの芸能小劇場ではキャッシュレス決済はご利用いただけません） 



 

 

 

 

 

 

 

【ホール利用の方 お打ち合わせについて】 
① 利用の 1 か月前までに、施設スタッフとのお打ち合わせをお願いいたします。 

② 打ち合わせは、平日のみ行っております。 

時間帯は ・10：00～ ・13：30～ ・15：00～ １時間程度です。 

③ 打ち合わせ時にご持参いただくもの 

・舞台進行表 ・舞台の仕込み図  

※進行表などが無い場合は、当日の入館、開場、開演、終演、退館時間がわかるよう、準備をお願いいたします。 

 

【ホールのご見学について】 

ホールの利用予約が無い日にのみ見学が可能です。必ず事前に、見学の予約をお願いいたします。 

 

【付帯設備使用料のお支払いについて】 

ご利用当日にお支払いいただきます。 

夜間時間帯もご利用のお客様は、19 時 30 分までに、お客様カウンターにてご精算をお願いいたします。 

 

 

その他、ご不明な点等ございましたらお客様カウンターまでお問合せください。 

なかの ZERO お客様カウンター 03-5340-5000 

＜個人情報に関するお問い合わせ先＞：なかのＺＥＲＯ 総務広報課 03-5340-5035 

 


